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第第第第１１１１編編編編    序序序序 論論論論    

 

 

第１ 人口ビジョン・総合戦略の目的と位置付け 

 

 

 

１ 人口ビジョン 

 

旭市人口ビジョンは、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく旭市総合戦略を策定するにあた

り、これまでの人口動態や現状の課題、将来の推計人口を踏まえ、将来に向けた持続可能なまち

づくりのための効果的な施策を企画立案する上で重要な指標とするために策定したものです。 

人口減少対策は、長期的な視点を持つことが重要であることから、第 2 期旭市総合戦略の策定

にあたっては、関係人口

※

にも着目した上で、各種統計値やデータの追加・更新を行うのみとし、

将来人口の目標値を含む人口ビジョンの見直しは行わないこととします。 

 

※関係人口：「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光などの「交流人口」でもない、地域や地域の人々との関

わりの強い人々のことを指す。 

 

 

２ 総合戦略 

 

旭市総合戦略は、旭市人口ビジョンに示された人口の現状と将来の姿を踏まえ、人口減少社会

の中において、市民が満足して暮らすことができるように、急激な人口減少の歯止めと地域経済

の活性化を図るとともに、持続可能な社会の実現に向けての基本目標や施策の基本的方向等を定

めるものです。第 1 期（2015-2019）に引き続き強力に推進していく必要があることから、2020

年からの 5年間のまちづくりの指針として策定しました。 

 

 



  

 

2 

 

３ 旭市総合戦略と各種計画との関係 

 

旭市（以下、「本市」とする。）では、東日本大震災で被災を受けたことに伴い、平時から備え

のできたまちづくりを行うために策定した旭市国土強靱化地域計画を市の最上位計画として位

置付け、さらにまちづくりの総合的な指針とするために策定した、旭市総合戦略の将来都市像の

実現に向けて取り組むことで、「地方創生」と「国土強靱化」を二本の柱とした、攻めと守りの

両面を兼ね備えた総合的なまちづくりを展開してきました。 

第 1 期旭市総合戦略の策定にあたっては、総合戦略に後期基本計画期間中であった総合計画を

スライドさせ、基本施策に行政改革アクションプランの一部を溶け込ませて一体化させた総合的

な新たなまちづくりの指針として策定しました。 

第 2 期旭市総合戦略では、これまで別に策定していた旭市国土強靱化地域計画を新たに一体化

させることにより、本戦略を引き続き、本市のまちづくりの最上位の指針とするため策定するも

のです。 

 

 

■計画の位置付け 
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第第第第２２２２編編編編    人口ビジョン人口ビジョン人口ビジョン人口ビジョン    

 

 

第１ 旭市の人口の推移 

 

本市の過去から現在に至る人口の推移を把握して、その背景を分析し、講じるべき施策の検討材

料を得ることを目的に、時系列による人口動向や年齢階級別の人口移動の分析を行います。 

 

 

１ 時系列による人口動向 

 

（１）総人口の推移と将来推計 

本市の総人口は、平成 7年（1995 年）の 71,382 人をピークに減少し、平成 27 年（2015 年）

国勢調査では 66,586 人となっています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）において平成 30 年（2018 年）3 月

に公表された、平成 27 年（2015 年）国勢調査に基づく人口推計によると、令和 7年（2025 年）

に 60,333 人となり、令和 22 年（2040 年）には 49,874 人（平成 27 年国勢調査人口と比べ約

16,700 人の減）まで減少すると予測されています。 

なお、令和 22 年（2040 年）において、社人研の平成 25 年（2013 年）3 月公表値（51,540

人）との比較では、約 1,670 人の差が生じています。 

 
 

■ 総人口の推移（昭和 55 年（1980）～令和 27 年（2045）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

資料：S55～H27 は国勢調査、R2 以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人

口（平成 30 年（2018）3 月公表）」 
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（２）年齢 3 区分別人口割合の推移 

年齢 3 区分別に人口をみると、生産年齢人口（15～64 歳）、年少人口（0～14 歳）は、いず

れも近年は減少の傾向が強まる一方で、老年人口（65 歳以上）は、増加の傾向で推移すると予

測されています。 

特に、老年人口の割合は、生産年齢人口が順次、老年期に入り、また、平均寿命が延びたこ

とから、今後も増加の傾向にあり、平成 27 年（2015 年）の 28.2％から 30 年後の令和 27年（2045

年）には、39.6％が 65歳以上となることが予測されています。 

 
 

■年齢 3 区分別人口割合の推移（昭和 55 年（1980）～令和 27 年（2045）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：S55～H27 は国勢調査、R2 以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人

口（平成 30 年 3月 30 日公表）」 
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（３）出生・死亡数（自然増減）の推移 

出生・死亡数の推移をみると、平成 10 年（1998 年）以降、毎年、出生数が死亡数を下回る

「自然減」が続いています。 

特に、平成 14年（2002 年）以降は、死亡数が増加する一方、出生数は減少しており、「自然

減」が年々拡大し、近年では年間約 250 人～500 人の自然減となっています。 

また、平成 30 年（2018 年）では、出生 396 人に対して、死亡 898 人と、502 人の「自然減」 

となっていますが、周辺市と自然増減の差を比較すると、4 市の平均（612 人減）よりもやや

小さい状況となっております。 

 
 

■出生・死亡数（自然増減）の推移（平成 10 年（1998）～平成 30 年（2018）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近隣市との自然増減（出生－死亡）推移の比較（平成 10 年（1998）～平成 30 年（2018）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査 
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（４）転入・転出数（社会増減）の推移 

転入・転出数について、平成 14年（2002 年）以降は、平成 17 年（2005 年）、平成 27年（2015

年）、平成 28 年（2016 年）を除き、転出が転入を上回る「転出超過」となっていますが、そ

れほど大きな差はありませんでした。しかし、平成 28 年（2016 年）と平成 29 年（2017 年）

においては、転入転出の差が大きくなっています。 

また、平成 26 年（2014 年）から平成 29 年（2017 年）にかけて、外国人の転入・転出が増

加しており、その結果転入数及び転出数とも増加がみられます。 

平成 30 年（2018 年）における周辺市との社会増減の差を比較すると、周辺 3 市が約 120～

320 人の「転出超過」であることに対し、本市では、転入 1,850 人に対して、転出が 1,861 人

で、11 人の「転出超過」にとどまり、小さい状況となっています。 

 
 

■転入・転出数（社会増減）の推移（平成 10 年（1998）～平成 30 年（2018）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近隣市との社会増減（転入－転出）推移の比較（平成 10 年（1998）～平成 30 年（2018）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査 
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２ 年齢階級別・地域別の人口移動 

 

（１）男女別・年齢階級別の人口移動の状況 

平成 22 年（2010 年）から平成 27 年（2015 年）にかけての男女別・年齢階級別の人口移動

の状況をみると、男性は、「10～14 歳→15～19 歳」になるとき（-206 人）と「25～29 歳→30

～34 歳」になるとき（-128 人）に他の年齢階層よりも大幅な転出超過となっている一方、「15

～19 歳→20～24 歳」になるときに、大幅な転入超過（+131 人）となっています。 

女性は、男性同様に「10～14 歳→15～19 歳」になるとき（-175 人）、及び「5～9 歳→10～

14 歳」になるとき（-104 人）に、他の年齢階層よりも大幅な転出超過となっている一方、「85

～89 歳→90 歳～」になるときに、転入超過（+39 人）となっています。 

 
 

■男女別・年齢階級別の人口移動（平成 22 年（2010）→平成 27 年（2015）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域経済分析システム（国勢調査） 
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（２）年齢階級別の人口移動の状況 

近年の年齢階級別の人口移動の状況をみると、平成 29 年（2017 年）、平成 30 年（2018 年）

ともに、進学や就職等による 15～24 歳までの若い世代での転出超過が大きくなっています。 

また、平成 29年（2017 年）では、25～49 歳までの若い世代や子育て世代の転出超過が大き

くなっていますが、平成 30 年（2018 年）の 25～34 歳の世代をみると、一転して転入超過が見

て取れます。 

 
 

■年齢階級別の人口移動（平成 29 年（2017）・平成 30 年（2018）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告 
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（３）転入・転出の状況（県内） 

県内からの転入は、銚子市が 144 人と最も多く、次いで匝瑳市が 106 人、千葉市、成田市が

ともに 95人となっています。 

一方、県内への転出状況は、千葉市が 155 人と最も多く、次いで匝瑳市が 118 人、銚子市が

89 人となっています。 

 
 

■転入・転出の状況（県内） 

 

● 主な転入元 

［県内からの転入者：933 人］ 

 

右図以外の県内からの転入 

：290 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 主な転出先 

［県内への転出者：984 人］ 

 

右図以外の県内への転出 

：323 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告 

（平成 30 年（2018）） 
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（４）転入・転出の状況（県外） 

県外からの転入は、茨城県が 170 人で最も多く、次いで東京都が 150 人、神奈川県が 58 人

となっています。 

一方、県外への転出は、東京都が 259 人で最も多く、次いで茨城県が 130 人、埼玉県が 85

人となっています。 

 
 

■転入・転出の状況（県内） 

 

● 主な転入元 

［県外からの転入者：724 人］ 

 

右図以外の県外からの転入 

：229 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 主な転出先 

［県外への転出者：755 人］ 

 

右図以外の県外への転出 

：175 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告 

（平成 30 年（2018）） 
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３ 合計特殊出生率等の推移 

 

（１）女性の年齢別出生数の推移 

15～49 歳の女性が産んだ子どもの出生数の推移をみると、期間全体の推移として、出生数は

減少傾向となっており、特に 20 歳代（20～24 歳、25～29 歳）、30 歳代（30～34 歳）の女性の

出生数に減少がみられます。 

 

 

■女性の年齢別出生数の推移（平成 16 年（2004）～平成 29 年（2017）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県衛生統計年報 

 

 

（２）合計特殊出生率の推移比較 

一人の女性が生涯に産む子どもの平均数である「合計特殊出生率」の推移をみると、本市は

全国平均と同じ 1.43 であり、千葉県、周辺市と比較して高くなっていますが、人口を維持す

るための人口置換水準である 2.10 には大きく及ばない状況となっています。 

 

 

■合計特殊出生率の推移比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：千葉県健康福祉部健康福祉指導課 
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４ 就労の状況 

 

（１）産業別就業人口の状況 

産業別就業人口は、農業、製造業、卸売業、小売業及び医療、福祉の就業者が多くなってい

ます。 

また、千葉県を 1.0 とした特化係数

※1

で比べると、基幹産業である農業が、6.6 と突出して

高く、また、医療、福祉も旭中央病院の就業者が多いことから 1.3 となっており、本市の特徴

を示しています。 

一方で、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業は、特化係数が低い状況となってい

ます。 

 

 

■産業別就業人口・特化係数（平成 27 年（2015）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1特化係数：構成比を比較した係数（市のＸ産業の就業者比率÷県のＸ産業の就業者比率） 

◆算出方法の例：「産業 Aの就業人口の特化係数」の算出方法 

「特化係数」 ＝ 旭市「産業 A」人口構成比※2 ÷ 千葉県「産業 A」人口構成比 

※2「産業 A」人口構成比 ＝ 「産業 A」就業人口数÷就業人口総数 

 

資料：平成 27 年（2015）国勢調査 
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（２）産業別年齢構成の状況 

主な産業の就業者の年齢構成をみると、本市の特徴的な産業である医療、福祉は、就業者の

約半数を 15～39 歳の若い世代が占めていますが、農業は、50 歳以上の就業者が 3 分の 2 以上

を占めており、後継者不足が懸念されます。 

 

 

■産業別年齢構成の状況（主な産業：平成 27 年（2015）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年（2015）国勢調査 
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（３）通勤先の状況 

市外からの主な通勤者は、近隣市町からが多くなっており、匝瑳市の 2,049 人が最も多く、

次いで銚子市が 1,896 人、香取市が 817 人となっています。 

また、市外への主な通勤者は、千葉市や東京都に一部依存しつつも、近隣市町が中心であり、

匝瑳市が 2,340 人で最も多く、次いで銚子市が 2,068 人、香取市が 1,183 人となっています。 

 

 

■主な市外からの通勤者：流入 

（平成 27 年（2015）） 

 

右図以外の流入：908 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な市外への通勤者：流出 

（平成 27 年（2015）） 

 

右図以外の流出：1,236 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年（2015）国勢調査 
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第２ 将来人口の推計と行政経営に与える影響 

 

社人研と内閣府地方創生推進室「人口動向分析・将来人口推計のための基礎データ及びワーク

シート」を活用して、旭市独自の将来人口を推計し、出生や移動（転入・転出）が将来人口に及

ぼす影響についての分析を行います。 

 

 

１ 将来人口の推計 

 

（１）総人口の将来比較 

本市では、前戦略を策定する際、将来人口の目標値を設定するため、人口ビジョンを策定し、

次のとおりシミュレーションを行いました。 

 

■総人口の推計（第 1 期：パターン 1、パターン 2、シミュレーション 1～6） 

※国民希望出生率：若い世代の結婚・子育ての希望が実現した場合の出生率 

 

        推計方法 

令和 22 年 

（2040 年） 

令和 42 年 

（2060 年） 

国

提

国

提

国

提

国

提

供供供供    

パターンパターンパターンパターン 1111    

社人研推計準拠 

全国の移動率が今後縮小すると仮定した推計。 

51,532 人 38,270 人 

パターンパターンパターンパターン 2222    

日本創成会議推計準拠 

全国の移動率が、平成 22 年(2010 年)～27 年(2015 年)の推計値

と同水準(縮小しない）と仮定した推計。 

49,522 人 － 

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション1111    

パターン 1 をもとに、合計特殊出生率のみが、人口置換水準

「2.07(2040 年)」まで上昇すると仮定した推計。 

なお、人口移動については、パターン 1と同様。 

54,671 人 45,078 人 

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション2222    

パターン 1 をもとに、合計特殊出生率が、人口置換水準

「2.07(2040 年)」まで上昇し、かつ人口移動については、転出

超過の現状を改善して、ゼロ(転入・転出数が同数)と仮定した

推計。 

57,886 人 50,279 人 

旭

市

独

旭

市

独

旭

市

独

旭

市

独

自自自自    

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション3333    

パターン 1をもとに、合計特殊出生率のみが、実績「1.48」の

まま、将来も推移すると仮定した推計。 

なお、人口移動については、パターン 1と同様。 

52,429 人 39,831 人 

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション4444    

パターン 1をもとに、合計特殊出生率が、実績「1.48」のまま

将来も推移し、かつ人口移動については、転出超過の現状を改

善して、ゼロ(転入・転出数が同数)と仮定した推計。 

55,370 人 44,013 人 

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション5555    

パターン 1をもとに、合計特殊出生率のみが、国民希望出生率

※「1.8(2030 年)」まで上昇すると仮定した推計。 

なお、人口移動については、パターン 1と同様。 

54,170 人 43,350 人 

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション6666    

パターン 1 をもとに、合計特殊出生率が、国民希望出生率※

「1.8(2030 年)」まで上昇し、かつ人口移動については、転出

超過の現状を改善して、ゼロ(転入・転出数が同数)と仮定した

推計。 

57,327 人 48,185 人 
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51,53251,53251,53251,532

38,27038,27038,27038,270

((((ﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝ1111第第第第1111期期期期))))

49,87749,87749,87749,877

35,96535,96535,96535,965

((((ﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝ1111最新最新最新最新))))

57,32757,32757,32757,327

48,18548,18548,18548,185

((((ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666第第第第1111期期期期))))

56,25356,25356,25356,253

47,34247,34247,34247,342

（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666最新）最新）最新）最新）

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

（人）

パターン1 第1期（第1期旭市総合戦略策定時：2010年国勢調査ベースの社人研推計準拠）

パターン1 最新（最新：2015年国勢調査ベースの社人研推計準拠）

シミュレーション6 第1期（第1期旭市総合戦略策定時：出生率1.8、移動ゼロ）

シミュレーション6 最新（最新：出生率1.8、移動ゼロ）

 

第 2 期では、社人研推計準拠のパターン 1 とシミュレーション 6との比較に関して、前戦略

策定時と最新の数値で比較しました。 

令和 42 年（2060 年）における社人研推計準拠での比較では、38,270 人と推計された人口は、

35,965 人となり、前戦略策定時よりも 2,305 人減少していくと推計されています。 

また、シミュレーション 6 も同様に同じ推計方法で算出したデータでの比較では、48,185 人

と推計された人口が 47,342 人となり、前戦略策定時よりも 843 人減少する、との結果になり

ました。 

いずれも、前戦略策定時よりもさらに厳しい状況になっています。 

 

■総人口の推計（ﾊﾟﾀｰﾝ 1 の第 1期と最新、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 6 の第 1期と最新） 
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9.9%9.9%9.9%9.9%

8.9%8.9%8.9%8.9%

（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ1111第第第第1111期）期）期）期）

10.2%10.2%10.2%10.2%

9.6%9.6%9.6%9.6%

((((ﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝ1111最新最新最新最新))))

13.3%13.3%13.3%13.3%

13.3%13.3%13.3%13.3%

（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666第第第第1111期）期）期）期）13.0%13.0%13.0%13.0%

13.4%13.4%13.4%13.4%

((((ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666最新最新最新最新))))

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

54.3%54.3%54.3%54.3%

52.3%52.3%52.3%52.3%

（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ1111第第第第1111期）期）期）期）

51.5%51.5%51.5%51.5%

49.5%49.5%49.5%49.5%

((((ﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝ1111最新最新最新最新))))

53.2%53.2%53.2%53.2%

54.2%54.2%54.2%54.2%

（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666第第第第1111期）期）期）期）

52.3%52.3%52.3%52.3%

53.4%53.4%53.4%53.4%

((((ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666最新最新最新最新))))

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

 

（２）年齢３区分別人口の将来比較 

 

■年少人口（0～14 歳）比率の推計（ﾊﾟﾀｰﾝ 1 の第 1期と最新、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 6 の第 1 期と最新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生産年齢人口（15～64 歳）比率の推計（ﾊﾟﾀｰﾝ 1 の第 1期と最新、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 6 の第 1期と最新） 
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35.8%35.8%35.8%35.8%

38.8%38.8%38.8%38.8%

（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ（ﾊﾟﾀｰﾝ1111第第第第1111期）期）期）期）

38.3%38.3%38.3%38.3%

40.9%40.9%40.9%40.9%

((((ﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝﾊﾟﾀｰﾝ1111最新最新最新最新))))

32.432.432.432.4%%%%

32.5%32.5%32.5%32.5%

（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666第第第第1111期）期）期）期）

34.7%34.7%34.7%34.7%
33.2%33.2%33.2%33.2%

((((ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ6666最新最新最新最新))))

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

 

■老年年齢人口（65 歳以上）比率の推計（ﾊﾟﾀｰﾝ 1 の第 1期と最新、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 6 の第 1期と最新） 
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２ 人口の変化が行政経営に与える影響 

 

（１）財政への影響 

本市の人口一人当たりの歳入額は、周辺市と比較して高くなっていますが、財政力指数

※

は0.49

となっており、県内でもやや低い数値となっています。 

今後は、人口減少と少子高齢化により、生産年齢人口の減少に伴い財政状況が一段と厳しくなる

ことが見込まれます。 

 

 

■人口一人当たり歳入額、財政力の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※財政力指数：（1）基準財政収入額＋（2）基準財政需要額 

（1）基準財政収入額：自治体の標準的な税収 

（2）基準財政需要額：自治体が標準的な行政活動を行うために必要な財政規模 

 

資料：平成 29 年度（2017）市町村別決算状況調（総務省） 
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（２）公共施設の維持管理・更新等への影響 

本市が保有する公共施設（建物）は、築 30 年超の老朽化した公共施設が 46％を占めていま

す。 

公共施設将来施設整備費推計によると、現状の施設数のまま更新を行っていくと 40 年間で

1,039 億円（年平均 25億円）の整備費が必要になります。 

 

 

■築年別床面積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共施設将来施設整備費推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：旭市公共施設白書 平成 26 年（2014）6 月 
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第３ 目指すべき将来の方向 

 

人口の現況と課題を整理して将来の人口を展望し、人口に関して、本市が目指すべき将来の方

向を示します。 

 

 

１ 人口の将来展望 

 

（１）現況と課題 

本市は、平成 7年（1995 年）をピークに人口減少が始まりました。 

総人口の推移に影響を与える出生・死亡数（自然増減）については、平成 14 年（2002 年）

以降、出生数が死亡数を大きく下回り、また、平成 21年（2009 年）から平成 25年（2013 年）

の合計特殊出生率では、本市は全国平均と同じ 1.43 であり、千葉県、周辺市と比較して高く

なっていますが、ここ数年では、全国平均を維持している状況です。過去 10 年で最も高い出

生率 1.53（平成 24 年）でも人口置換水準の 2.10 には大きく及ばず、人口減少を抑止していく

上では、依然として十分な水準ではありません。 

転入・転出数（社会増減）については、転出が転入を上回る「転出超過」となっていますが、

周辺市と比較すると社会増減の差はやや小さい状況がみられるほか、男女別・年齢階級別の人

口移動では、市外への進学等に伴う転出者数に対して、U ターン就職等に伴う転入者数は、近

年減少の傾向にあり、特に若い世代の女性は、一貫して転出超過の状態が続いています。 

これらの現況から、本市における人口減少の理由として、社会減による影響よりも自然減に

よる影響が大きいものの、今後は社会減による影響も顕在化することが懸念されます。 

社人研の推計からも、以前より厳しい状況と推計されているように、今後、少子高齢化に加

え、若者・子育て世代の流出と、その後の人口の復元力が弱いことから、さらに人口減少に陥

ることが予想され、これまで以上に強力に各施策を推進していく必要があります。 

 

 

（２）将来人口の目標 

社人研推計準拠パターン1とシミュレーション 6の前戦略策定時と最新のそれぞれを比較す

ると、いずれも前戦略策定時よりもさらに厳しい状況となっています。 

社人研推計準拠パターン 1 では、38,270 人が 35,965 人となり 2,305 人の減少、シミュレー

ション６では 48,185 人が 47,342 人となり 843 人の減少という結果になりました。 
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■将来人口の推計（総人口の推移：昭和 55 年（1980）～令和 42 年（2060）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の将来人口の目標値を達成するための仮定値として採用したシミュレーション6の最新

の数値をもとに算出した推計では 47,342 人となっています。 

しかしながら、人口減少対策は、長期的な視点を持つことが重要であることから、令和 42

年（2060 年）に 48,000 人という本市の将来人口の目標値は修正せず、総合戦略の計画期間ご

とにシミュレーション 6と現状を分析することにより課題を抽出し、計画期間ごとの短期的な

目標値を設定していきます。 

 

 

 

 

 

 

【新たな将来人口の目標とする仮定値】 

◆合計特殊出生率 

令和 12 年（2030 年）に国民希望出生率の 1.80、その後令和 42年（2060 年）まで維持する。 

◆移動率 

転入・転出による社会増減を転入超過と見込む。 

 

今後、生涯活躍のまち・あさひ形成事業を含む重点戦略など、人口増加につながる施策を実

施することで着実に効果が反映され、合計特殊出生率を将来人口の目標とする仮定値に改善さ

せることで約 12,000 人の増加を見込んでいます。 
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50,000

55,000
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65,000

70,000

75,000

80,000

S55

(1980)

S60

(1985)

H2

(1990)

H7

(1995)

H12

(2000)

H17

(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

実績 社人研推計準拠(第１期) 社人研推計準拠(最新) 市独自推計（第１期） 市独自推計（最新）

推計値実績値（国勢調査）

市独自推計市独自推計市独自推計市独自推計((((最新最新最新最新))))

社人研推計準拠社人研推計準拠社人研推計準拠社人研推計準拠((((最新最新最新最新))))

市独自推計市独自推計市独自推計市独自推計((((第第第第1111期期期期))))

社人研推計準拠社人研推計準拠社人研推計準拠社人研推計準拠

((((第第第第1111期期期期))))

（人）

将将将将    来来来来    人人人人    口口口口    のののの    目目目目    標標標標    

４８４８４８４８,,,,０００人０００人０００人０００人（令和（令和（令和（令和 42424242 年（年（年（年（2060206020602060 年））年））年））年））    
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２ 目指すべき将来の方向 

 

本市の現況と課題を踏まえ、市民が安心して暮らし、働き、子どもを産み育て、持続可能な「旭」

を構築していくためには、出生率の向上による自然動態の改善と、移住・定住人口、交流人口、

関係人口の増加による社会動態の改善により、人口減少に歯止めをかけるとともに、人口構造の

若返りを図る必要があります。 

また、人口減少・超高齢社会を前提とした、効率的かつ効果的な社会基盤づくりの視点を持つ

必要があります。 

今後の取組においては、国も示している「継続を力にする」ため、引き続き若い世代の就労と、

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援等を行うことで人口減少対策に全力を注ぎ、並行

して、超高齢社会等へも対応のできる将来を見据えた持続可能な社会基盤の構築を図り、誰もが

「住みたい」、「住み続けたい」、「住んでみたい」、「また戻ってきたい」と思えるまちを市民とと

もに目指していきます。 
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 PlanPlanPlanPlan    

計画計画計画計画    

  

■PDCA サイクル 

旭市総合戦略旭市総合戦略旭市総合戦略旭市総合戦略    

DoDoDoDo    

推進推進推進推進    

ActActActActionionionion    

改善改善改善改善    

 CheckCheckCheckCheck    

点検・評価点検・評価点検・評価点検・評価    

 

第第第第３３３３編編編編    総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略    

 

 

第１ 基本的な考え方 

 

 

１ 計画の役割・特色 

 

旭市総合戦略は、新たなまちづくりを進めるための市政運営全般の指針を示すとともに、市民、

地域、団体、企業、行政等がともに手を携えて、協働してまちづくりに取り組むために必要な施

策の方向を体系的に整理したものです。 

重点戦略では、人口減少の克服と本市の地方創生を確実に実現していくため、5 つの政策原則

である、自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視を基本としつつ、多様な関係者との連携、

政策間連携、地域間連携も重要な考え方として位置付けし、関連する施策を展開します。 

また、すべての施策を画一的に展開するだけでなく、国の示す新たな視点を可能な限り取り入

れ、人口減少対策に最も有効な施策を重点施策として位置付け、「まち」、「ひと」、「しごと」の

好循環を生み出していくために積極的な事業展開をしていきます。 

 

 

２ 計画期間 

 

旭市総合戦略の計画期間は、令和 2 年度（2020 年度）から令和 6 年度（2024 年度）までの 5

年間とします。 

 

 

３ 進行管理 

 

計画の進行管理については、各施策の効果を客観的

に検証できるように、施策の展開ごとに重要業績評価

指標（KPI）

※

を設定します。 

また、設定した数値目標等をもとに、実施した施策、

事業の効果を外部有識者等の参画により検証し、必要

に応じて総合戦略の見直しを行い、PDCA サイクル（計

画策定（Plan）、推進（Do）、点検・評価（Check）、改

善（Action））を確立します。 

 

 

 

※重要業績評価指標（KPI）：組織の目標の達成度合いを計る定量的な指

標のこと。 
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「郷土愛からつなぐ未来  

         ず～っと大好きなまち旭」 

～ 三郷の実現から発展へ ～ 

 

第２ 旭市が目指す将来の姿 

 

 

１ 将来都市像 

 

持続可能な“まち”の実現のためには、旭市で生まれ、育ち、暮らしている市民の誰もが、将

来にわたり住み続けたいと思えるまちづくりの視点が重要です。 

また、訪れる多くの人たちにも、住んでみたいと感じてもらうためには、旭市の魅力をこれま

で以上に発信していく必要があります。 

今後のまちづくりには、本市の持つ地域資源である診療圏人口 100 万人を誇る旭中央病院や県

下一盛んな農業とそれを基盤とした商工業、また、豊かな食文化や自然環境等を、市民の「宝」

として、さらに磨きをかけ、最大限に生かしていくこととします。 

そのためには、自分たちの住んでいるまちを知り、市民の誰もが旭市に愛着を持ち、相互に支

え合う人づくりに取り組み、多くの人に「訪れたい」「住んでみたい」「働いてみたい」「学んで

みたい」と感じてもらうことが大切です。 

その上で、人や企業が集まる賑わいと希望に満ちたまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷：「医療・福祉の郷」「食の郷」「交流の郷」 

 

 

 

２ 土地・空間利用の基本的な考え方 

 

市内の土地及び空間は、市民にとって大切な資源であり、生活や生産に通じる諸活動の重要な

基礎となります。この資源を最大限に活用するため、交通の利便性や社会経済情勢の変化等を考

慮し、将来に向けた発展性、安全・安心の向上等を踏まえて、人や企業に選ばれる土地・空間利

用の方向性を示します。 

 

【ゾーニング】 

市域の土地・空間の効果的な機能分担を図るため、土地利用における主要な活用方法のゾー

ニング

※

を定め、適正な利用を進めます。 

また、市域を「住居系ゾーン」、「商業系ゾーン」、「農業系ゾーン」、「水産系ゾーン」、「緑地

系ゾーン」の 5つのゾーンに区分し、各ゾーンの特長や地域資源を生かしたまちづくりを進め

ます。 



  

 

26 

さらに地域行政や交流等の核となる「都市拠点」、「地域生活拠点」、「医療福祉拠点」、「交流

拠点（道の駅）」、「工業拠点」、「環境衛生拠点」、「歴史・文化拠点」、「健康・スポーツ・レク

リエーション拠点」の整備に取り組むとともに、「海浜・リゾートレクリエーション軸」の形

成を進めます。 

 

※ゾーニング：都市計画や建築プランなどで、空間を用途別に分けて配置すること。 

 

【地域特性を生かした土地利用の推進】 

複数の連携軸が交わる拠点には、住宅、賑わい施設、産業等の複合的な活用を進め、移住・

定住人口、交流人口、関係人口の増加を図るとともに、地域の基幹的な中核病院である旭中央

病院及び周辺の福祉関連施設一帯を医療・福祉拠点として位置付け、医療・福祉サービス機能

の充実と交通アクセス等利用しやすい環境整備と有効利用を進めます。 

 

 

■土地・空間利用イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

27 

 

 

３ 基本目標 

 

将来都市像の実現に向けて、戦略的に推進していくための 4つの基本目標を掲げ、具体的な施

策を実行していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    魅力ある雇用を創出し、安心して魅力ある雇用を創出し、安心して魅力ある雇用を創出し、安心して魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり働けるまちづくり働けるまちづくり働けるまちづくり    

産業の振興や新たな雇用の場を創出することで、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が

「しごと」を呼び込む好循環の確立を目指します。 

②②②②    結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり結婚・出産・子育ての希望がかない、誰もが生きがいを持てるまちづくり    

結婚・出産から子どもの自立までを総合的に支援し、子どもから高齢者、障がいを持つ人

や男女の区分なく誰もが生きがいを持てるまちを目指します。 

 

③③③③    ひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくりひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくりひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくりひとの定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくり    

地域の総合力を高め、住みやすい環境づくりを進めるとともに、住んでよかったと思える

まちづくりを目指します。 

④④④④    将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり    

市民が、生活やライフスタイルの素晴らしさを実感し、生きがいを持って安心して暮らし

続けることができるよう、多様な主体が連携して地域を支える仕組みを目指します。 
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第３ 重点戦略 

 

 

１ 重点施策 

 

将来都市像を実現するためには、すべての施策を画一的に展開するだけでは、着実な目標達成

が見込めません。旭市総合戦略では、多様に絡み合う横断的な課題を解決するため、必要性、重

要性を考慮した上で、積極的に取り組む施策を明確にする必要があります。 

このことから、重点的、横断的に取り組む施策を「重点施策」と位置付け、積極的な事業展開

をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地産振興プロジェクト 

② 子宝育成プロジェクト 

③ 故郷創出プロジェクト 

④ 安心形成プロジェクト 

重点施策 
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重点施策①重点施策①重点施策①重点施策①    地産振興プロジェクト地産振興プロジェクト地産振興プロジェクト地産振興プロジェクト     

    

(１)数値目標 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

開設法人の年間件数(法人事業所届出書を受理した件数) 

平成 

30 年度 

54 件  

 

 

(２)現況と課題 

本市の農業産出額は全国トップクラスで、農家 1戸当たりの産出額も増加傾向ですが、一方

では、営農者の高齢化や農業所得の減少等、今後の農業をめぐる環境は厳しく、農家数及び経

営耕地面積も緩やかな減少傾向となっています。若い担い手への農地集積の推進や法人からの

参入の相談、営農に関する助言、農地の確保、資金の支援など、農業法人等が参入できる環境

を整え、農業経営基盤の強化が求められています。また、観光農園などの起業支援、誘致を進

め、観光との連携強化が必要です。 

水産業は、水産資源の減少や担い手の高齢化、後継者不足等により経営環境は厳しさを増し

ており、漁獲物等販売金額は横ばいながらも、経営体数は減少傾向となっています。 

工業は、あさひ産業パーク(あさひ鎌数工業団地)を中心に、優良企業の誘致に努めてきまし

たが、分譲が完了し、市として新規に企業を誘致できる土地がなく、積極的な誘致活動が難し

い状況です。今後は既存企業の生産増強について、支援強化をさらに進めていく必要がありま

す。 

商業は、国道 126 号沿道に立地する大規模ショッピングセンターや多数のロードサイドショ

ップを中心に発展しています。一方、駅周辺等の既存商店街では集客力が低下し、後継者不足

も相まって空き店舗が目立っており、商店数、年間商品販売額は減少傾向が続いています。商

業集積の魅力を高めるため、商店街の空き店舗の活用について検討を進める必要があります。 

労働環境は、近年の好調な経済状況を反映し求職者に有利な状況となっており、旭市地域職

業相談室の就業率は向上しています。しかし、高校生、大学生は都市など他の地域に流出する

傾向があるため、地元に就職できるようハローワーク銚子、旭市商工会、周辺自治体等との連

携強化を図り、就職支援を行っていく必要があります。 

観光は、海水浴場や飯岡刑部岬展望館～光と風～、大原幽学遺跡史跡公園、七夕市民まつり

等、幅広い観光資源がありますが、多くが夏季の日帰り型の観光に偏っています。 

道の駅「季楽里あさひ」では、平成 30 年（2018 年）に年間 115 万人の来場者があり、直売

施設の運営や自主事業の実施により、年間売上額についても 7億 5,200 万円と計画を上回る成

果を挙げています。 

 

 

(３)方向性 

産業の振興及び雇用の創出は、地域の活力と持続可能性の基礎となるものです。そのため、本

市の農業のさらなる発展を図るため、担い手となる、認定農業者等の育成・確保や農用地の効率

的な利用、生産力の強化に取り組みます。また、地場産業の連携を図るとともに、魅力的なプ

ロモーションを行うため、道の駅「季楽里あさひ」や地域団体、経済団体等が連携し、多様で
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付加価値の高い産業の集積を促進することで、社会経済環境の急激な変化にも耐えることができ

る、足腰の強い地域産業構造の構築を目指します。 

また、安定した雇用を創出するため、製造業中心の企業奨励措置の対象業種を広げ、既存企

業のさらなる設備投資の促進や事業拡大を推進するほか、市内企業の市民雇用に対する奨励措

置や、新規創業者に対する支援などにより、働く世代が地域にとどまりたいと思うような就労

を支援する取組を進めます。 

    

    

◆農業経営基盤の強化と生産力の強化◆農業経営基盤の強化と生産力の強化◆農業経営基盤の強化と生産力の強化◆農業経営基盤の強化と生産力の強化    

・地域農業の担い手である認定農業者等の育成・確保をするとともに、経営が安定するた

めの総合的な支援を進めます。 

・担い手に農用地の利用集積を進めることにより、農用地の効率的な利用と遊休農地の防

止に取り組みます。 

・産地の生産力を強化するため、園芸作物の安定供給や省力・低コスト化技術による生産

性の向上、農業経営の規模拡大への支援に取り組みます。 

◆◆◆◆道の駅「季楽里あさひ」との連携道の駅「季楽里あさひ」との連携道の駅「季楽里あさひ」との連携道の駅「季楽里あさひ」との連携    

・道の駅「季楽里あさひ」と、様々な産業団体や企業等との連携体制の構築を図ります。 

・さらなる売り上げアップを図るため、オリジナル商品の開発や新規出荷者の確保、売場

のレイアウト変更等に取り組みます。 

・地元高校との連携による新たな商品やレストランメニューの開発に取り組むほか、出荷

者の確保においては、できるだけ多くの地元生産者に出荷してもらえるよう、集荷方法

等を検討します。 

◆雇用の推進や◆雇用の推進や◆雇用の推進や◆雇用の推進や起業・創業への支援起業・創業への支援起業・創業への支援起業・創業への支援    

・旭市地域職業相談室の存在を周知して利用者の増大を図り、魅力ある雇用の場の創出、

新たな挑戦や起業・創業をしようとする方への支援に取り組みます。 

・旭市雇用対策協議会と連携し、地元及び近隣の高校生などを対象とした「合同企業説明

会」の開催や、地元企業に参加を募り「合同就職面接会＆会社説明会」を開催すること

により、市内企業と求職者のマッチングの場を創出し、安定した雇用の確保のための事

業を実施します。 

 

 

(４)主な事業内容と重要業績評価指標(KPI) 

◆主な事業内容 

事業名 事業内容 

農業経営基盤強化促進事業 

安定的な農業経営を行おうとする地域の担い手（認定農業者等）を

育成・確保するとともに、農用地の利用集積や経営の合理化等を促

進するため、総合的な支援を行う。 

園芸生産強化支援事業 

農産物の安定供給と省力・低コスト化技術による経営規模拡大の推

進と産地の生産力強化を図る。 

道の駅「季楽里あさひ」を活

用した交流拠点の形成 

(道の駅「季楽里あさひ」管理費) 

観光や文化をはじめとした情報発信機能と農水商工業が連携した

「食の郷旭市」の産業・観光・地域の振興、シティセールス

※

、交流、

地産地消の推進を図ります。 
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事業名 事業内容 

観光イベント事業 

観光イベントの支援やテレビ、ラジオ、ポスター等による観光イベ

ントの PR を行います。 

成田空港の活用 

(企画事務費） 

成田空港活用協議会等と連携し、成田空港を活用した効果的な情報

発信を通じて、産業や観光の振興に取り組みます。 

観光資源創出プロモーショ

ン事業 

観光キャンペーンの実施やマスコミ等を活用した観光及び特産品の

PR を行います。 

地域職業相談室運営支援事業 

就業希望者に求人・求職情報等を提供する地域職業相談室に補助員

を配置し、利用者の利便性の向上を図ります。 

創業者等への支援 

市内で創業・起業を目指す方へ支援することを目的に、産業競争力

強化法に基づく「旭市創業支援事業計画」を策定し、市と地域の創

業支援事業者が連携して、創業支援体制の構築に取り組みます。 

合同企業説明会 

旭市雇用対策協議会と連携し、地元及び近隣高校生をおもな対象と

し、市内企業による会社説明会を行い地元企業への就労促進を実施

します。 

合同就職面接会＆会社説明会 

旭市雇用対策協議会と連携し、通常個別に対応している求職者との

面接や会社説明を合同で行い、企業と求職者のマッチングの場を創

出します。 

企業に対する奨励措置 

市内に新たに進出する企業や既存の企業で、対象となる業種を営む

一定の設備投資を行った企業に対し、事業用固定資産にかかる固定

資産税の課税免除や奨励金の交付を実施します。 

空き店舗活用事業 

市内にある空き店舗を活用して事業を実施する方に、店舗改装経費

及び店舗の賃借料に対し補助金を交付することで、商業の活性化に

取り組みます。 

※シティセールス：「まちを売り込む」ことであり、都市の魅力を地域内外へ効果的にアピールすることで、人・モノ・お

金・情報を呼び込み、地域を活性化し持続的に発展させようとする方策のこと。 

 

◆重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

旭市の農業産出額（案） 

平成 

29 年度 

582億円  

道の駅「季楽里あさひ」年間売上額 

平成 

30 年度 

7億5,200万円  

旭市地域職業相談室における就業率(就職者数／紹介数） 

平成 

30 年度 

34.09%  
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重点施策重点施策重点施策重点施策②②②②    子宝育成プロジェ子宝育成プロジェ子宝育成プロジェ子宝育成プロジェクトクトクトクト     

    

(１)数値目標 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

合計特殊出生率（一人の女性が生涯に産む子どもの平均数） 

平成 

29 年度 

1.43  

    

    

(２)現況と課題 

本市の未婚率は、平成 27年(2015 年)の国勢調査結果によると、男性は、35～39 歳が 36.3％、

40～44 歳でも 32.5％で、5 年前の調査結果より増加しています。また、女性も晩婚化が進み、

特に 30～34 歳が 30.8％、35～39 歳が 22.0％となっています。 

合計特殊出生率をみると、本市は全国平均と同じ 1.43 であり、千葉県、周辺市と比較して

高い状況ですが、過去 10 年で最も高かった平成 24 年(2012 年)の 1.53 でも、人口を維持する

ための人口置換水準の 2.10 には大きく及びません。 

子どもを安心して産み、子育てに喜びや楽しみをもつことで育てようという気持ちが高まる

ように、結婚・妊娠・子育ての切れ目のない支援と、子育て世代包括支援センターにおける相

談支援の充実を図り、相談窓口の周知や仲間づくりを進め、不安感や負担感の解消に努める必

要があります。 

保育所等の待機児童は、平成 30 年(2018 年)4 月現在みられませんが、3歳未満児の教育・保

育施設の利用は増加しており、共働き世帯の増加が見込まれることからも、保育のニーズは今

後も高まると予想されることから、引き続き十分な確保が必要です。 

子育て支援制度は各種制度が浸透しつつあります。必要な人が適切に利用できるよう引き続

き情報提供に努めていきます。 

少子化が進む状況でも、共働き世帯の増加などにより、放課後児童クラブの加入児童数は毎

年増加しており、学校の空き教室や支援員の確保が課題となっています。 

    

    

(３)方向性 

出産や育児にかかる家庭や親の仕事への負担を軽減し、市民が安心して働き、結婚・出

産・子育てができる社会環境を目指します。 

また、子どもたちが確かな学力、豊かな心、健康と体力を身に付け、成長できるよう、

学校・家庭・地域とともに子どもの個性や創造性を伸ばす教育に取り組みます。 

    

◆◆◆◆結婚出会いの場づくり結婚出会いの場づくり結婚出会いの場づくり結婚出会いの場づくり    

・未婚化や晩婚化の解消に向け、結婚の出会いの場づくりや情報発信に取り組みます。 

◆◆◆◆安心して安心して安心して安心して子育てができる子育てができる子育てができる子育てができる環境の整備環境の整備環境の整備環境の整備    

・子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支

援を図り、子どもを安心して育てることができる環境づくりを行います。 

・保育所の開所時間、土日保育、一時預かり、病児保育、障害児保育等、様々なニーズに
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応えられるよう保育サービスの充実を図り、子育て家庭が働きやすい環境を整備します。 

◆◆◆◆子どもの育ちを支える教育環境づくり子どもの育ちを支える教育環境づくり子どもの育ちを支える教育環境づくり子どもの育ちを支える教育環境づくり    

・子どもたちが地域の中で主体的に活動できる場や機会を充実させ、若者、大人、親へと

成長していくための基礎となる子どもの育ちを、学校や家庭、地域とともに支えます。 

 

    

(４)主な事業内容と重要業績評価指標(KPI) 

◆主な事業内容 

事業名 事業内容 

出会いの場創出事業 

後継者の結婚対策等を促進するため、様々な婚活イベントを開催し、

出会いの場を提供できるよう支援を行うとともに、関係団体等との連

携を図っていきます。 

特定不妊治療費助成事業 

不妊に悩む夫婦に対し、医療保険の対象外で高額な治療費を要する特

定不妊治療の一部を助成し、治療に伴う経済的負担の軽減を図りま

す。 

出産祝金支給事業 

1 年以上本市に住民登録があり居住している人で、第 1 子を養育し第

2 子以降を出産して養育する父母に 10 万円、第 2 子以上を養育し第 3

子以降を出産して養育する父母に 20 万円を支給します。 

乳幼児紙おむつ給付事業 

0 歳児、1 歳児の乳幼児を養育している人に、月額 3,000 円分の紙お

むつ購入券を支給します。 

育児支援事業 

安心して育児に取り組めるよう、各種教室の開催や訪問指導を実施

し、育児に関する知識の普及を図るとともに、育児サークルなどの仲

間づくりを支援します。 

子育て世代包括支援事業 

子育て世代包括支援センターにおける相談支援体制を整備し、関係機

関との連携による切れ目のない支援を提供することで、育児不安の解

消を図ります。 

第3子以降保育料等の無料化 

子どもが 3人以上いる家庭で要件を満たす場合、私立幼稚園に入所し

ている子どもが第 3子以降の場合に入園料・保育料・給食費が無料と

なるよう助成します。 

子ども医療費助成事業 

本市に在住する 0歳から高校生等までの児童・生徒の通院及び入院に

要した医療保険適用の医療費を助成します。 

放課後児童クラブ運営事業 

共働き家庭等の留守家庭の児童に対して、放課後に適切な遊びや生活

の場を与え、健全な育成と子育て支援を図ります。 

親と子どもの絆プロジェクト

事業 

市内の保育所・幼稚園等が親子や世代間、地域の交流事業を実施します。 

地域子ども教室事業 

学校や公民館等を利用し、地域住民を指導者とした、子どもたちの放

課後や週末におけるスポーツ、文化活動、ものづくり活動等の様々な

体験活動や地域住民との交流活動を通して、心豊かでたくましい青少

年を育てます。 
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◆重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

年間婚姻数 

（出会いの場創出事業による） 

平成 

30 年度 

10件  

乳幼児紙おむつ購入券給付件数 

平成 

30 年度 

857 件  

地域子ども教室参加率 

平成 

29 年度 

40.33%  

    



  

 

35 

 

 

重点施策重点施策重点施策重点施策③③③③        故郷創出プロジェクト故郷創出プロジェクト故郷創出プロジェクト故郷創出プロジェクト     

    

(１)数値目標 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

人口の社会増減（転入・転出数の差） 

平成 

30 年度 

-11 人  

    

    

(２)現況と課題 

本市の転入・転出数(社会増減)は、平成 14 年(2002 年)以降、平成 17 年(2005 年)、平成 27

年（2015 年）、平成 28 年(2016 年)を除き、転出が転入を上回る転出超過となっていますが、

周辺市と比較するとその差は小さい状況にあり、特に転入の状況では、周辺市からの転入者が

多くなっています。また、本市の就業者の市外への通勤先をみると、そのほとんどが周辺市へ

通勤しています。 

また、年齢階級別の若い世代の人口移動の状況では、市外への進学等に伴う転出者数に対し

て、U ターン就職等に伴う転入者数は、近年減少の傾向にあり、特に女性においては、一貫し

て転出超過となっています。 

今後、人口減少や少子高齢化のさらなる進行が予測される中で、人口構造の変化による経済

の停滞や地域コミュニティの衰退等、社会経済への様々な影響が懸念されることから、定住人

口の確保や市内外の幅広い世代との交流を図る必要があります。 

また、他の地域では味わえない豊かな自然と、地域や家族の結びつきを大切にした旭の暮ら

し等、市外の人にも本市の良さを認識してもらい、人の還流をつくる必要があります。 

昨今、必要な情報はホームページからだけでなく SNS 等からも入手する人が増えています。

市のホームページも SNS と連携することで、情報発信力を向上させる必要があります。 

移住希望者が旭市を選択する一つのきっかけとしてもらうため、定住促進奨励金交付事業等

の制度について、転入前の移住希望者に効果的に PR を図る必要があります。 

豊かな自然景観や歴史資源と調和した市街地の秩序ある街並みの景観づくりが課題となっ

ているため、景観コントロールの施策を進める必要があります。 

ふるさと教育の充実を図るため、学校・家庭・地域との協働により、ふるさとへの愛着や誇

りの醸成、地域に貢献しようとする意欲の喚起に取り組む必要があります。 

また、高齢化により増加する交通弱者の移動手段の確保や、市内に点在する交通空白地域の

解消に取り組む必要があります。 

    

    

(３)方向性 

地域に対する市民の愛着を深めるとともに、市の魅力を全国に向けて発信し、交流人口、

関係人口の拡大を図り、市内外の人が魅力を感じて移住・定住するような環境づくりを進

めます。 
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◆◆◆◆シティセールスシティセールスシティセールスシティセールスの推進の推進の推進の推進    

・食や観光等の地域特性を生かした新たな文化の発掘と、既存の伝統的文化等の魅力を積

極的に発信することで、市の知名度向上や交流人口、関係人口の拡大を図ります。 

・引き続き情報量を増やすとともに、見やすいホームページを作成し、SNS との連携も図

ります。 

◆◆◆◆移住定住促進策の拡充移住定住促進策の拡充移住定住促進策の拡充移住定住促進策の拡充    

・シティプロモーションサイトやパンフレットの移住支援情報の充実や首都圏の移住相談

会への参加など、市の PR を積極的に行っていきます。 

・移住者同士の交流・連携のサポート等、移住する際の支援体制や、市民にとって利用し

やすい公共交通体系を構築します。 

◆旭◆旭◆旭◆旭へへへへの愛着と景観づくりの愛着と景観づくりの愛着と景観づくりの愛着と景観づくり    

・地域の良さを市民に再認識してもらうとともに、市内外の人が魅力を感じる景観づくり

に取り組みます。 

    

    

(４)主な事業内容と重要業績評価指標（KPI） 

◆主な事業内容 

事業名 事業内容 

ホームページ等を活用した

情報発信 

行政情報の充実や速やかな発信に努めるとともに、市民の情報交流

の場、広聴や市政参加の窓口としてホームページやフェイスブック

等を活用した、より身近な情報発信を行います。 

旭市観光大使の活用 

(観光資源創出プロモーショ

ン事業） 

本市にゆかりのある有名人等を観光大使として、全国に市の魅力を

広く宣伝し、イメージの向上を図ります。 

旭市イメージアップキャラ

クター活用事業 

イメージアップキャラクター「あさピー」を活用し、本市の様々な

魅力や特性を市内外に効果的及び積極的に発信することで、本市の

イメージアップを図ります。 

ふるさと応援寄附推進事業 

本市への寄附者に対し、特産品等を記念品として贈呈することで、

本市の魅力を全国に発信し、知名度の向上や産業の活性化、財源の

確保に努めます。 

定住促進奨励金交付事業 

定住を目的に新たに本市へ転入し、新築住宅の建設・購入及び中古住宅

を購入した人に対し、移住費用の一部として最大 150 万円を交付しま

す。 

地域公共交通の利便性向上 

(コミュニティバス等運行事業など） 

地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に基づき、

利便性の高い公共交通体系の構築を行います。 

幽学の里で米作り交流事業 

(農業振興事務費） 

大原幽学ゆかりの水田を活用し、米作り体験を中心に都市住民等と

交流活動を実施することで、豊富な農水産物と観光資源の PR を図り

ます。 

都市景観の形成 景観計画の策定等、景観誘導施策を推進します。 
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◆重要業績評価指標（KPI） 

重要業績評価指標名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

ホームページのアクセス件数 

平成 

30 年度 

900,858件  

累計転入世帯数（定住促進奨励金交付事業） 

平成 

30 年度 

243 世帯  

幽学の里で米作り交流事業参加者数 

平成 

30 年度 

1,358 人  
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重点施策重点施策重点施策重点施策④④④④        安心形成プロジェクト安心形成プロジェクト安心形成プロジェクト安心形成プロジェクト     

    

(１)数値目標 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

健康寿命（健康で自立した生活ができる期間） 

平成 

27 年度 

男性 65.8 年 

女性 66.9 年 

 

65 歳以上の新規要介護認定者の平均年齢（案） 

平成 

29 年度 

男性 81.4 年 

女性 83.7 年 

上昇 

    

    

(２)現況と課題 

本市の高齢化率は、平成 27 年(2015 年)の 28.2％から令和 27年(2045 年)には 39.6％になる

と予測されており、要介護 1、2 の比較的軽度の要介護者も増加傾向にあります。 

厚生労働省の調査では、要介護状態になっても、自宅や親族の家での介護を希望する人が増

えているという結果から、要介護者を抱える家族の負担軽減と生活の質の維持を図る必要があ

り、旭中央病院をはじめ、多くの医療施設と介護施設との相互連携が必要になってきます。 

生涯にわたり健康で幸せに暮らし続けるためには、健康寿命の延伸はもちろんのこと、日々

の生活の満足度を高めていくことが大切です。このため、高齢者が持っている豊富な知識や経

験、長年培った技能等を生かした社会参加を促進し、地域社会に貢献できるような生きがい創

出への支援体制を整備することも重要となってきます。 

支援が必要な高齢者の早期把握、早期対応を図るため、高齢者の総合相談窓口としての市内

3 箇所の地域包括支援センターの周知活動を継続していくことが必要です。また、認知症や複

雑化する高齢者が抱える問題について、よりよい解決方法や地域の見守り体制の構築が図れる

ように、かつ地域の関係者やケア関係者との連携が図れるように、「地域ケア会議」の開催に

ついて積極的に進めていく必要があります。 

老人クラブの活動は、一定の社会活動を求められますが、近年レクリエーションを中心に個

人で活動する高齢者が増加しており、老人クラブとしての求心力が低下しています。また役員

等の引継ぎができず解散に至るケースが多いなど課題があります。 

防災面では、東日本大震災により甚大な被害を受けたことから創造的な復興へ継続して取り

組むほか、安全・安心の観点から、あらゆる自然災害に対して、「強さ」と「しなやかさ」を

備えた地域を構築するための「旭市国土強靱化地域計画

※

」に基づき、過去の災害から得られ

た教訓や地域の強みを最大限発揮した地域づくりとともに、普段から自然災害等の発生に備え

た強いまちづくりに取り組んでいく必要があります。 

市民が安全で安心して暮らせる地域をつくるためには、家族や身近な地域のコミュニティ、

行政等がそれぞれの役割や特性に応じ、災害や身近に起こり得るトラブル等に取り組むことが

できるよう、自助・共助・公助が連携し補完し合う必要があります。 

自主防災組織の結成と活動支援を目的として制度化された旭市自主防災組織補助金を PR す

るなどして、自主防災組織の立ち上げに向けた機運を高めていく必要があります。 

増加する空き家については、市民の防犯活動や意識の向上を図るとともに、空き家所有者等

に適正管理の啓発を行うことにより、地域の安全安心に努めていく必要があります。 
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※旭市国土強靱化地域計画：平時から大規模自然災害等に対する備えのできた地域づくりを推進するための指針となる計画。 

    

(３)方向性 

健康・医療・福祉等に関する課題には、地域や企業が連携して取り組むとともに、誰も

が住み慣れた地域で安全・安心に暮らすため、地域医療機関及び介護事業所等との連携に

よる地域包括ケアシステムの構築と、元気な高齢者の生きがい活動や社会参加の仕組みづ

くりを目指します。 

また、火災や自然災害をはじめとした様々な危機事象への対応力を強化するとともに、

市民生活における多様な不安の解消に向け、普段から備えのできた災害に強いまちづくり

を目指します。 

 

◆地域包括ケアシステムの充実◆地域包括ケアシステムの充実◆地域包括ケアシステムの充実◆地域包括ケアシステムの充実    

・住み慣れた地域で人生の最後まで生活を続けることができるよう、在宅の生活を支援す

ることを柱とした「認知症施策」、「在宅医療・介護連携」、「生活支援体制整備」、「介護

予防」等の各種施策を推進し、地域が医療・保健・福祉はもちろんのこと各分野の多様

な主体と連携することで、さらなる地域包括ケアシステムの充実を図ります。 

・支援が必要な高齢者の早期把握、早期対応を図るため、相談窓口の周知について継続し

ていくほか、民生委員、ボランティア等地域の関係者や医療、介護の専門職等多様な関

係者が協働し、高齢者が住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくための

「地域ケア会議」を開催します。 

◆高齢者の活躍の場づくり◆高齢者の活躍の場づくり◆高齢者の活躍の場づくり◆高齢者の活躍の場づくり    

・高齢者が長年培ってきた豊富な経験や知識・技術等を地域社会に還元し、身近な地域で

自発的・積極的に活躍できる場づくりに取り組みます。 

・老人クラブ未加入高齢者が加入したくなるような魅力あるクラブ活動が展開できるよう

に支援します。 

◆◆◆◆安心して暮らせる地域づくり安心して暮らせる地域づくり安心して暮らせる地域づくり安心して暮らせる地域づくり    

・国土強靱化地域計画に基づいた地域の防災力の向上を図り、安全で災害に強いまちづく

りに取り組みます。 

・防災訓練等の機会をとらえ、市民自らの防災意識の高揚を図るとともに、自主防災組織

の育成強化や地域でお互いに助け合う体制づくりを進めます。 

 

 (４)主な事業内容と重要業績評価指標（KPI） 

◆主な事業内容 

事業名 事業内容 

地域包括支援センター運営

事業 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が連携し、総合相談支援、

権利擁護、介護予防事業、介護予防ケアマネジメント等を行います。 

総合相談・支援事業 

地域包括支援センターにおいて、高齢者及び家族等からの相談に対

し支援を行うとともに、相談しやすい体制づくりを進めます。 

生活支援体制整備事業 

生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置を通じて、生活支

援・介護予防サービスの充実と地域の支え合いの体制づくりを推進

します。 
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事業名 事業内容 

認知症施策推進事業 

認知症の正しい知識を身に付け、認知症の人やその家族を地域で温

かく見守り支える認知症サポーター

※1

の養成を行います。 

認知症初期集中支援チーム

※2

を配置し、認知症の早期診断・早期対

応に向けた支援体制を構築します。 

地域介護予防活動支援事業 

介護予防に資する地域活動組織を育成・支援し、介護予防に関する

ボランティア等の人材を育成するための研修・講習会を行い、活動

の推進を図ります。 

地域リハビリテーション活動

支援事業 

通所・訪問型サービス・地域ケア会議・サービス担当者会議・住民

主体の通いの場において、リハビリテーション関連職の協力・専門

的指導・助言を受け、高齢者の自立支援と介護予防・重度化防止を

図ります。 

地域ケア会議推進事業 

介護支援専門員、保健医療福祉に関する専門的知識を有する者、民

生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会

議を開催し、高齢者の適切な支援に関する検討を行います 

シルバー人材センター助成

事業 

健康で働く意欲を持つ高齢者が、長年にわたって培ってきた知識や

経験を生かせる就業機会の確保を図ります。 

老人クラブ活動促進事業 

高齢者の生きがいと健康づくりに資する活動の充実を図るととも

に、老人クラブの活動を通じ、交流と活力の推進を図ります。 

防災体制支援事業 

防災訓練や防災教育等によって防災意識の高揚を図り、自主防災組

織

※3

の育成や災害時要援護者対策により自助・共助体制を構築する

ことで、災害に強いまちづくりを推進します。 

震災復興・津波避難道路整備

事業 

飯岡地区と津波避難場所である飯岡中学校を結ぶ路線を整備しま

す。また、椎名内地区と災害拠点病院及び防災拠点である旭中央病

院を結ぶ路線の整備をします。(横根三川線、椎名内西足洗線) 

※1 認知症サポーター：認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲での

手助けをする人のこと。 

※2 認知症初期集中支援チーム：医療と介護の専門職が、認知症の人やその疑いのある人及びその家族に対して、訪問し、

初期の支援を集中的に行うチームのこと。 

※3自主防災組織：地域住民による任意の防災組織のこと。 

 

◆重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 

現状値

の年度 

現状値 

 

目標値 

（2024） 

総合相談件数 

平成 

30 年度 

3,820件  

老人クラブ会員数 

平成 

30 年度 

1,744 人  

自主防災組織の活動カバー率 

平成 

29 年度 

61.19％  
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２ 生涯活躍のまち・あさひ形成事業 

 

（１）背景及び事業趣旨 

本市では、人口減少と少子高齢化が急速に進行する中、若年世代の流出抑制と流入促進及び

これらのための雇用創出、並びに高齢化の進行に伴う要支援・介護認定者の増加と介護施設（床）

不足への対応が大きな課題となっています。併せて、東日本大震災の被災地として、災害時の

安全・安心の確保と、平時からの準備、体制構築も重要課題となっています。 

一方、本市には、豊かな自然とその恵み、道の駅等の観光資源に加え、旭中央病院を核とし

た医療・介護機能にも恵まれています。 

第１期旭市総合戦略では、このような本市の強みと魅力を最大限に生かし、元気な高齢者を

中心とする都市住民の誘致と若年世代の定着、及びこれらのための仕事づくりを実現させる旭

市生涯活躍のまち構想を重点戦略として位置付け、実現への取組を開始しました。 

本事業は、本市の宝であり診療圏人口100万人を誇る旭中央病院を核とした上で、旭中央病院

から連携拠点である道の駅季楽里あさひを一体的に捉えて構想エリアとし、元気な高齢者を中

心とする都市住民の誘致と若年世代の流出抑制と流入促進、及び仕事づくりを実現させ、本市

全体の活性化につなげるための拠点としての「新しいまちづくり」を行うものです。 

また、本事業は、民間事業者の資金と経営能力等を活用することにより、長期間にわたって

安定的かつ効率的な経営及び質の高いサービスの提供を目指します。 

 

 

（２）生涯活躍のまち・あさひのコンセプト 

旭市にしかない・旭市ならではの“魅力とライフスタイル”の創出・提供旭市にしかない・旭市ならではの“魅力とライフスタイル”の創出・提供旭市にしかない・旭市ならではの“魅力とライフスタイル”の創出・提供旭市にしかない・旭市ならではの“魅力とライフスタイル”の創出・提供    

○ 旭中央病院を核とした医療・介護と農業の連携により、日本一の安心と生きがいのある暮日本一の安心と生きがいのある暮日本一の安心と生きがいのある暮日本一の安心と生きがいのある暮

らしらしらしらしを提供する「持続可能な多世代交流拠点」「持続可能な多世代交流拠点」「持続可能な多世代交流拠点」「持続可能な多世代交流拠点」 

○ 多世代・多機能が混在多世代・多機能が混在多世代・多機能が混在多世代・多機能が混在し、ともに支え、触発し合う「安心・「安心・「安心・「安心・生きがい・おもしろ創造空間」生きがい・おもしろ創造空間」生きがい・おもしろ創造空間」生きがい・おもしろ創造空間」 

 

≪生涯活躍のまち・あさひが目指すまちの姿（イメージ）≫ 

○ 旭中央病院の最先端の高度医療機能と、道の駅季楽里あさひの農業・食に関する情報発信・

交流機能を生かし、豊かな自然の中で元気な高齢者とケアを必要とする高齢者、さらに子育

て世代や学生等の多世代が、地域全体で支え合いながら安心して暮らせるまち。 

○ 多世代にわたる多様な人々が相互に交流し、活力を創造しながら生きがいを持って暮らせる

まち。また、交流する中で、多様多彩な経験・知恵・感性・価値観が触発し合い、創造的で

おもしろい効果を派生させるまち。 

○ 商業やヘルスケア産業等の働く場に加え、住民参加によるまちづくりやボランティア活動等

の場と機会が創出された、仕事とプライベート両面で活躍できるまち。 

○ 移住者や市内の農業生産者、旭農業高校生ほか農業に関心のある人々が、道の駅等と連携し、

農業に関わる様々な体験・交流あるいは生産活動に従事し、心身ともに健康なライフスタイ

ルを実現できるまち。 

○ 災害時には防災拠点（医療・食料・被災者支援）としても機能するまち。 
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第４ 基本施策 

 

基本目標ごとに基本施策を分類し、現況と課題の分析から、「施策の展開」のもと、各事業を実

施していきます。また、「施策の展開」には、重要業績評価指標（KPI）を設定します。ただし、目

標設定が困難なものについては、具体的な数値を定めずに定性的に示します。 

なお、基本施策 31 から 34 については、旭市行政改革アクションプラン

※

で取組目標を設定し、

進行管理を行います。 

 

※アクションプラン：戦略や改革の具体的な施策を進めるための計画のこと。 

 

 基本目標 施 策 施 策 の 展 開 

1 

魅
力
あ
る
雇
用
を
創
出
し
、 

安
心
し
て
働
け
る
ま
ち
づ
く
り 

施策１ 農水産業の振興  

施策 2 商工業の振興  

施策３ 観光の振興  

施策 4 雇用の確保  

2 

結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
が
か
な
い
、 

誰
も
が
生
き
が
い
を
持
て
る
ま
ち
づ
く
り 

施策 5 保健・医療の充実  

施策 6 スポーツの振興  

施策 7 子育て支援の充実  

施策 8 地域福祉の充実  

施策 9 障害者福祉の充実  

施策 10 学校教育の充実  

施策 11 生涯学習の充実  

施策 12 芸術文化の振興・伝統文化の保存  

施策 13 青少年の健全育成  

施策 14 互いに認め合う社会の形成  
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 基本目標 施 策 施 策 の 展 開 

3 

ひ
と
の
定
着
・
還
流
・
移
住
の
流
れ
を
つ
く
り
、 

人
々
が
集
う
ま
ち
づ
く
り 

施策 15 定住の促進  

施策 16 交流の促進  

施策 17 安全で快適な道路の整備  

施策 18 安全・安心な水の供給  

施策 19 公園の充実  

施策 20 居住環境の充実  

施策 21 廃棄物の減量化と資源の有効活用  

施策 22 公共交通網の整備  

施策 23 自然環境の保全  

施策 24 協働の促進  

施策 25 広報・広聴・情報公開の充実  

４ 

将
来
に
わ
た
っ
て
元
気
な
地
域
を
つ
く
り
、 

安
全
・
安
心
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り 

施策 26 地域包括ケアシステムの構築  

施策 27 高齢者福祉の充実  

施策 28 消防・防災力の強化  

施策 29 防犯対策・交通安全の強化  

施策 30 消費者の保護  

施策 31 人と組織の育成戦略  

施策 32 自立のための財政戦略  

施策 33 効率的な資産戦略  

施策 34 歳入の確保及び経費節減の目標額等  


